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衆
議
院
議
員
井
上
一
成
君
提
出
従
軍
看
護
婦
に
対
す
る
恩
給
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

内
閣
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質
八
四
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七
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十
三
年
三
月
十
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議
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内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 
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三 

 
衆
議
院
議
員
井
上
一
成
君
提
出
従
軍
看
護
婦
に
対
す
る
恩
給
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

恩
給
制
度
は
、
も
と
も
と
官
吏
又
は
旧
軍
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
身
分
を
有
し
て
い

な
か
つ
た
者
を
恩
給
法
の
適
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
制
度
の
建
前
に
照
ら
し
困
難
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




